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京都大阪森林管理事務所の概要（京都府）

平成２１年８月２４日

京都大阪森林管理事務所
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１．国有林について

• 日本の国土の約２／３が森林。
• 日本の森林の約１／３が「国有林」。
• 国有林は日本の国土の約２割。

21%760万ｈａうち国有林

67%2,500万ｈａうち森林

100%3,700万ｈａ国土面積

割合面積
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１３％九州・沖縄

１０％四国

５％中国

３％近畿

１０％東海

１０％関東甲信越

１５％北陸

３２％東北

３７％北海道

国有林割合地域

土地面積に占める国有林率
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１．国有林について

（国有林の成立）

• 国有林は、明治２年の版籍奉還によって、明治
政府が旧幕藩有林を承継したことにより成立。

• 明治４年に「社寺上地令」により、旧社寺領を
官有地に編入。

• 明治６年から１４年にかけて、地租改正に伴っ
て行われた土地の官民有区分により境界確定、
村持入会林を国有林に編入。

• その他、購入、交換、所管替えなどにより編入。
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１．国有林について

林野庁

森林管理局

森林管理署等

森林事務所

• 林野庁が国営企業（現業）として国有林を管理経営。
• 林野庁本庁の下に、地方ブロック組織として７箇所
の森林管理局を設置。

• 森林管理署等が現場の管理経営を実施。

北海道、東北、関東、中部、近畿中国、四国、九州

農林水産省の外局

森林管理署（９８）、森林管理署支署（１４）、
森林管理事務所（８）

全国で１，２５６箇所
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２．京都大阪森林管理事務所について

• 近畿中国森林管理局の下部組織。
• 京都府・大阪府に所在する国有
林約５，７００ｈａ及び官行造林地
約１，９００ｈａの管理経営を担当
（森林面積に対する国有林の割
合は、京都府で約１％、大阪府で
約２％）。

• 管内の国有林は小規模散在。
• 京都市内では、東山、貴船山、嵐
山などが国有林、大阪府内では、
箕面山などが国有林。

• 森林事務所：７箇所（東山、上賀
茂、綾部、宮津、 峰山、木津、箕
面）

• 職員数：２１名
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２．京都大阪森林管理事務所について

1,8104,611計

42120木津川市

249井出町

26宇治市

349833京丹後市

2061伊根町

140与謝野町

5791,068宮津市

93298舞鶴市

416綾部市

145福知山市

51157京丹波町

59南丹市

146亀岡市

1,444京都市

官行造林地国有林野• 京都府内には、１０市４町に、国有
林野約４，６００ｈａ、官行造林地約
１，８００ｈａが所在。

• 京都市内に所在する国有林野のほ
とんどは、明治４年の社寺上知令に
よって官有地に編入された旧社寺林。

• 丹後半島に所在する国有林野のほ
とんどは、昭和２８年度以降、国有
林野整備臨時措置法に基づいて、
民有林を買い入れたもの。

• 官行造林地は、大正９年の公有林
野官行造林法に基づき、公有林野
等の所有者を相手方として、収益を
分収する条件の下、国が造林を行う
契約を結んだもの（昭和３６年に法
律廃止）。

単位：ｈａ

京都府における市町村別国有林野等所在面積
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３．主な事業内容

（１） 製品生産事業

（２） 森林整備事業

（３） 治山事業

（４） 「国民の森林」に向けた取組
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（１）製品生産事業

• 林産物の持続的・計画的な供給は、国有林野事業の使命の
一つ。

• 平成２０年度は、奥山国有林（綾部市）及び神山国有林（京
都市）において、製品生産事業を実施。約２，０００立米のス
ギ・ヒノキの丸太を生産。約８５０立米については、林ベニヤ
産業（株）にシステム販売。残りは、木材市場で委託販売。

• 平成２１年度は、大悲山国有林（京都市）において、製品生
産事業を実施予定。約１，２００立米のスギ・ヒノキ丸太を生
産、木材市場で委託販売を行う
予定。



11

（２）森林整備事業

• 京都議定書における森林吸収量確保のため、間伐の推進が
喫緊の課題。

• 松枯れ、ナラ枯れ等の病虫害も拡大傾向。
• 平成２０年度には、保育間伐１２３ｈａ（１５箇所）、下刈３ｈａ、
新植１ｈａ、竹林整備２ｈａ等を実施。また、病虫害対策として、
松枯れで枯死したアカマツ約２，０００本、ナラ枯れで枯死し
たナラ類約３００本を伐倒処理。

• 平成２１年度には、保育間伐７６ｈａ（９箇所）、下刈３ｈａ等を
実施予定。松枯れ対策、ナラ枯れ対策も被害状況を踏まえ
て実施予定。
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（３）治山事業

• 山地災害から国民の財産・生命を守るために、森林の維持
造成を図る治山事業を実施。

• 平成２０年度は、嵐山、歓喜山（京都市）、古屋（綾部市）、駒
倉（宮津市）において、山腹工（※斜面の崩壊防止工事）等を
実施。

• 平成２１年度は、嵐山、鞍馬山、歓喜山（京都市）、大谷（舞
鶴市）において、山腹工等を実施予定。
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（４）「国民の森林」に向けた取組

• 国有林を「国民の森林」とするため、国民との幅広い連携が求めら
れている。このため、市民団体等への活動フィールドの提供、森林
環境教育の実施、ＣＳＲ活動への支援などに取り組み。

• 当所では、これまで、「京都伝統文化の森推進協議会」との連携、
金閣小学校での森林教室開催、高島屋職員の参加によるマツ林
再生イベントの開催などに取り組んできた。

• 平成２０年度は、新たに、「京都古事の森育成協議会」との連携に
よる探索路の開設、京都女子大学との「遊々の森」協定の締結、
オムロン（株）社員の参加によるイベントの開催などに取り組んだ。

• 平成２１年度は、新たに、（社）京都モデル
フォレスト協会への活動フィールド提供、
嵐山地区小学校における森林教室の開
催などに取り組む予定。
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４．最近のトピック

（１） 「京都伝統文化の森推進協議会」との連携

（２） 大文字保存会への薪供給

（３） 「京都古事の道」の開設

（４） （社）京都モデルフォレスト協会との連携

（５） 「嵐山国有林の取扱に関する意見交換会」
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①「京都伝統文化の森
推進協議会」との連携
（高台寺山国有林外）

③「京都古事の道」
の開設

（鞍馬山国有林）

⑤「嵐山国有林の取扱
に関する意見交換会」
（嵐山国有林）

②大文字保存会
への薪供給

（銀閣寺山国有林）

④（社）京都モデルフォ
レスト協会との連携
（長刀坂有林）
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（概要）
• 平成１９年１２月に、京都市内の「東
山風景林」を活動対象として、学識経
験者、文化団体、経済界、行政機関
から成る「京都伝統文化の森推進協
議会」設立。

• 協議会では、「レクリエーションの森」
制度の活用により、広範な関係者の
参加を通じて、外部資金の導入を図
りつつ、東山風景林の文化的価値に
つき情報発信を行うとともに、外部資
金の導入を図りつつ、森林整備・景
観対策を実施。

• 連携の形態として、「『レク森』サポー
ター」「活動協力団体」「民間企業等
による協賛金の拠出」を用意。

• 事務局は京都市の林業振興課。

（１）「京都伝統文化の森推進協議会」との連携

図：協議会イメージ図
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（２）「京都伝統文化の森推進協議会」について

（これまでの取組状況）

• 平成１９年１２月に設立総会を開催。
• 平成２０年３月に、森林整備イベント
「伝統文化の森事始」を開催。

• 平成２０年８月に、協議会とサポー
ター４団体（青蓮院、清水寺、高台寺、
祇園商店街）が協定を締結。

• 平成２０年１１月に、清掃活動「東山
クリーン作戦」を開催。

• 平成２０年１２月に、「東山薪割イベン
ト」を開催。

• 平成２１年３月に、「斧入式」を開催。
• 平成２１年６月に、シンポジウム「森
に学び、森で学ぶ」を開催。
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（２）大文字保存会への薪提供

• 「五山の送り火」では、燃焼時間の関
係から、脂ののった８０年生程度のア
カマツのみを薪として使用。

• これまで、大文字保存会の共有林か
ら自給してきたが、松枯れにより、薪
材の確保が困難化。

• 一方、当所では、同会共有林に隣接
する銀閣寺山国有林において、マツ
林再生に取り組み（衛生伐、樹幹注入、
除伐、地掻き）。

• 平成２０年度に、銀閣寺山国有林のア
カマツ枯損木５５本を同会に提供。８
月の送り火では、当日燃える薪の１割
程度が銀閣寺山国有林由来のものと
なった。

処理済みのアカマツ枯損木

「送り火」の割木
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（３）「京都古事の道」の開設

• 当所では、平成１４年及び１５年に、
鞍馬山国有林の約２ｈａに、文化財
修復用材の供給を目指して、数百年
の超長伐期施業を行う「京都古事の
森」を設定。

• 平成２１年度に、「古事の森」の更な
る普及を図るため、京都古事の森育
成協議会が「古事の森」を周回する
探索路「京都古事の道」を開設。本
年５月に「開通式」を開催。

• 探索路には、説明版と道標を設置す
るとともに、パンフレット（和文・英文）
を約１万枚作成・配付。

「京都古事の森」のヒノキ林

開通式のテープカット
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（４）（社）京都モデルフォレスト協会との連携

• 京都府では、（社）京都モデルフォレス
ト協会を通じて、「モデルフォレスト運
動」を推進。

• 当所では、平成２１年４月に、長刀坂国
有林を「ふれあいの森」に設定して、
（社）京都モデルフォレスト協会に活動
フィールドとして提供。

• 同協会では、オムロン（株）、オムロン
労働組合並びに京都府との４者による
「森林の利用保全に関する協定」を締
結して、長刀坂国有林における森林の
利用保全活動を推進。

• 今後、関係者の連携により、長刀坂国
有林におけるマツ林再生に取り組む予
定。

広沢池から見た長刀坂国有林

協定調印式
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平成２１年４月２２日付け京都新聞（朝刊２９面） 平成２１年４月２２日付け毎日新聞（朝刊２５面）
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（背景）

• 昭和５７年より、「嵐山植林育樹の日」
として、サクラやカエデの植栽を進め
てきたが、相当数が枯死。
→ 植栽方法の再検討

• 嵐山の観光客数は増加傾向にあるが、
渡月橋周辺に集中。
→ 国有林内に所在する歴史的・文化
的資源の活用

• シカによる食害・剥皮、サルによる折
損が発生。
→ 生息状況の把握

• 継続的な治山事業の実施により、落石
被害は減少。一部老朽施設あり。
→ 安全確保措置の継続

（５） 「嵐山国有林の取扱に関する意見交換会」

天龍寺庭園から見た嵐山坂国有林

林内の様子
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（意見交換会の開催）

• 嵐山国有林の取扱方針について、幅
広い観点から検討を行うことを目的
として、今年度、「嵐山国有林の取扱
に関する意見交換会」を設置。地元
関係者６名と専門家４名が委員。

• ６月１２日に第１回会合を開催。植栽
の場所や方法を再検討すべき、入林
のルールが必要、次代を担う子供達
への教育が重要などの意見あり。

• 今後、４回の会合を開催。植生、景
観、獣害、治山の専門家より、報告・
提言を受けた上で、意見をとりまとめ。
とりまとめを踏まえて、次年度以降の
事業を実施。

• 次年度以降も、情報交換・意見交換
を継続。

（５） 「嵐山国有林の取扱に関する意見交換会」

意見交換会の模様
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